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【 議 事 録 】 

 

 委員長） 

  定刻になりましたので、平成 26 年第 10 回安芸太田町教育委員会を開催いたします。 

（午前 9 時 35 分 開会） 

 

  日程第２、教育長報告 

 

教育長） 

 協議、報告をさせていただきます。 

（以下、報告・協議資料１ページにより報告する。） 

１ ９月の学校等の状況・予定 

①  学校適正配置計画調査特別委員会【議会】            8/26 

②  テレビ会議システムによる町校長研修会             8/26 

③  科学アカデミー教室Ⅲ                    8/30 

④  芸北支所管内教育長会議                   9/2 

⑤  町内小学校運動会                      7/7、13 

⑥  ９月定例議会                        9/8～17 日 

⑦  安芸太田病院新本館オープン式典               9/8 

⑧  第５回しわいマラソン                    9/14 

⑨  学校適正配置計画調査特別委員会               9/17 

⑩  筒賀中学校地域公開                     9/21 

⑪  (予定)広島県女性教育委員対象の「協調学習」授業公開（戸河内中）9/30 

⑫  (予定)芸北支所管内教育長会議                 10/3 

⑬  (予定)合併 10 周年記念式典                  10/4 

 

  ２、９月定例議会一般質問 

   ① 斎藤正國 

     「貴重な文化財の活用・加計家のろう管レコードのユネスコ申請」 

   ② 矢立孝彦議員 

     「若者定住、子ども増加対策の教育委員会の取組み」････鹿児島県阿久根市の取組 

     「学校統合問題の現状打開」 

  

  ３、その他 

    服務規律の厳正確保 

     交通事故無違反、無事故の徹底 

    加計高校ライフル部国体出場 ３名 町長表敬訪問 9/25 

 

 委員長） 

  何かご質問がありますか。 

 

 委員長） 

  小規模特認校制度というのは、奨励ですか。交通費が出ますか。 

  

 教育長） 

  許可のみで、交通費は出ません。 



  大規模校になじめず小規模校へという傾向のようです。 

 

 委員長） 

  上殿小学校の運動会はどうだったでしょうか。 

 

 教育長） 

  消防ポンプ操法の日と重なり、保護者の参加が開会の時は少なかったのですが、昼前からは

賑やかになりました。そのあとで津浪小学校の方へ行ったのですが、津浪小の方も活気があり

ました。 

 

 委員長） 

  戸河内小学校は、議会から２名の議員が来られており、かなりの来賓の出席がありました。

トラックの広さというのは決まっているのですか。 

 

 教育長）   

  規格ではなく、実情に応じてということになります。 

 

 委員長） 

  ほかにないようでしたら、次をお願いします。 

 

 日程第３、報告・協議 

  

 生涯学習課長） 

  10 月行事予定について 

  （ 報告・協議資料Ｐ3 により説明する。）     

   県指定無形民俗文化財「堀八幡の流鏑馬」        10/5 

   県指定無形民俗文化財「湯立神楽」           10/12   

   宝くじ文化講演（いっこく堂スーパーライブ）       10/24 

 

 委員長） 

  10 月 4 日の式典の内容はどうですか。 

 

 教育次長） 

  午前中が式典、表彰伝達、公園があります。 

  午後からは、C.W.ニコルさんの講演があります。 

 

 委員） 

  町民運動会の周知はどうなっていますか。 

  

 生涯学習課長） 

  10 月の広報で出し、自治振興会長に通知、協力依頼します。自治振興会で種目ごとの出場

者を決めていただきます。揃わないときはオープン参加として、賞品を出します。 

  11 月 16 日日曜日に加計中学校グラウンドで行います。雨天の場合は、体育館で行います。

半日の予定です。 

 

 教育長） 

  地域対抗ではありません。 



 

 委員） 

  加計町民は昔のイメージが強いので、参加が少ないと思います。集めやすいように企画する

ようにしてください。 

  

 指導主事） 

  ２、平成 26 年度全国学力・学習状況調査及び「基礎・基本」定着状況調査の閣下について 

    

    平成 25 年度で現６年生は基礎基本で県平均を下回っております。 

    平成 26 年度全国学力でも県平均を下回ったということは、下回ったまま改善されてい

ないということです。 

    各学校へ個別データにより改善計画を立てるよう指導しております。 

 

  ３、平成 25 年度の広島県における生徒指導上の諸問題のじょうきょうについて 

    （ 報告・協議資料Ｐ6～7 により説明する。）  

    1 の暴力行為の発生件数ですが、小学校が低年齢化してきています。 

    生徒指導規定を定める指導をし、見逃さないこととし、集計に挙げるとしております。 

    2 のいじめの認知件数ですが、早期発見早期解決するよう指導しております。認知件数

よりいじめの解消率が大事です。上回るということは、その対応ができるのであって、隠

れたままでないということになります。整理されていないのが整理され、数値となってお

ります。 

 

 委員） 

  小学校の暴力とか数字が高くなっていますが、少年補導協助員連絡会が中学校と関わってや

っていこうとしておりますが、小学校についても同様に考えていかなければならないのか、学

校の状況はどうなのか知っておきたいと思います。 

 

 指導主事） 

  毎月集計で上回っているのは、加計小学校のみです。これは同じ児童の繰返しです。ほかは 

 小規模校というのもあり、通知としては上がっておりません。例えば、上級生と下級生のトラ

ブル、追っかけはカウントいたしません。蹴ったり叩いたりはカウントします。器物破損も弁

償事案であればあげますが、判断については、対応が曖昧にならないよう生徒指導規定として

判断し、保護者の理解を得るようにしております。 

 

 委員） 

  先生の管理体制もよろしくお願いします。 

 

 教育長）   

  小学校はまだ大丈夫という思いがありますが、増加する中で中学校並みの管理の必要がある

と思っております。 

 保護者の中には、破損に対して弁償の感覚が少ない方がおられます。学校で子どもがしたこ

とは当たり前だという感覚です。ルール作りをして知ってもらい、徹底が必要です。 

 

 委員長） 

  学力テストは、今の小学校６年生が大体にずっと１年のときから身に付いていないなでしょ

うか、たまたまこの学年なのでしょうか。 

 



 指導主事） 

  学年によっては得意、不得意はあると思いますが、学校へは読み、書き、計算、話し合い活

動をすること、家庭学習の充実について指導しております。 

 

 教育長） 

  校長会でも話しましたが、現在の中学生が小学校の時も良くなかったんですが、今、３中学

校が生徒会活動を自主的に取り組んでおります。小学校の児童会組織の弱体化は家庭学習が弱

くなることとなり、保護者、家庭学習の重要性を知ってもらう必要があります。学級経営がま

とまっておりません。加計小学校、戸河内小学校の単式の学校が数値を左右しております。小

学校の波でなく、指導の波として受け止めるよう指導しております。 

  中学校の英語は、県内でも非常に高くなっております。 

 

 委員長） 

  小学校に頑張ってもらってください。 

  次をお願いします。 

 

 管理主事） 

  ４、服務規律の厳正確保について 

   （ 報告・協議資料Ｐ9 により説明する。）  

 

  ５、職員のボランティア休暇について 

   （ 報告・協議資料Ｐ10～15 により説明する。） 

  

６、平成 26 年度広島県教育委員会教育委員研修会の開催について 

   （ 報告・協議資料Ｐ16～18 により説明、案内する。） 

 

 教育次長） 

  ７、その他 

 

  本日、議会適正配置調査特別委員会が基本方針について協議されます。もし、教育委員会の

示した方針とずれた場合は、教育委員会臨時会を開きたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 

 委員長） 

  戸河内小学校は校舎に手を入れることは可能ですか。 

 

 教育次長） 

  可能ですが、数値も極めて低いため、すぐに大規模改修となります。 

 

 委員） 

  新築だと耐用年数が出ますか。リニューアルはどうですか。 

 

 教育次長） 

  改修工事により変わるので、一概には言えません。 

 

 委員） 

  10 年、20 年もたすとした工事はできるのでしょうか。 



 

 教育次長） 

  業者もはっきり示しません。補修により、もたせていくとしております。 

 

 事務局） 

  次回の会議日程の調整をお願いします。 

 

    （日程を協議する。） 

 

 

 委員長） 

  では、次回定例会は、10 月 22 日水曜日午後２時開会を予定します。 

  なお、それまでに臨時会を開く予定です。 

 

  本日の平成 26 年第 10 回教育委員会会議は、以上をもって閉会します。 

 （午前 10 時 42 分 閉会） 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


